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審 議 会 等 の 会 議 結 果 

1 会議の名称 令和７年度第１回津市環境審議会 

2 開催日時 
令和７年８月６日（水） 

午前１０時から午前１１時３０分 

3 開催場所 津図書館 ２階視聴覚室  

4 出席した者の氏名 

（津市環境審議会委員） 

塚田森生、北村早都子、猪岡貴光、江口裕之、岡山

佳代子、筧晴、木村妙子、佐藤忠利、髙山幸憲、西

田恭子、畑井育男、藤本和弘、松岡浩二、森秀美 

（事務局） 

環境部長 岡則幸 

環境施設担当理事 格嶋淳夫 

環境部次長 西川直希 

環境政策課長 濵地秀幸 

環境政策課 地域脱炭素推進担当副参事 林邦知 

環境保全課長 小林大介 

環境保全課 空地･空家等連絡調整担当副参事 前

田健 

環境事業課長 小橋毅 

環境施設担当参事(兼)環境施設課長･リサイクルセ

ンター所長･一般廃棄物最終処分場所長 今井一則 

環境施設課ごみ焼却･し尿処理施設担当副参事(兼)

西部クリーンセンター所長･クリーンセンターおお

たか所長･安芸･津衛生センター所長 伊藤伸一 

林業振興担当参事(兼)林業振興室長 藤田昌也 

上下水道事業局下水道工務担当参事(兼)下水道工

務課長 竹田正憲 

農林水産政策課調整･企画管理担当主幹(兼)企画

員･獣害対策担当主幹 内田泰豊 

環境政策課調整・企画管理担当主幹 小林淳子 

環境政策課主事 小西可純 

環境政策課主事補 大野凛花 
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5 内容 

（1） 津市環境基本計画 令和６年度年次報告書に

ついて 

（2） その他 

6 会議の公開・非公開 公開 

7 傍聴者の数 0人 

8 担当 

環境政策課企画管理担当 

電話番号 ： 059-229-3139 

E-mail ： 229-3139@city.tsu.lg.jp 

 

・議事の内容 下記のとおり 

事務局（小林） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

西田委員 

 

事務局（小林） 

 

 

 

事務局（小林） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

定刻になりましたので、ただ今から、令和７年度第１回津

市環境審議会を開催いたします。 

委員の皆様には、大変お忙しい中、ご出席を賜り、ありが

とうございます。 

審議に入るまでの間、進行役を務めます、環境政策課の小

林です。 

はじめに、人事異動等によりまして、新たに環境審議会委

員に就任されました方をご報告申し上げます。 

「三重県環境生活部境共生局次長 西田恭子様」でござい

ます。 

 

よろしくお願いいたしします。 

 

また、「津市自治会連合会 幹事 田野田彰様」におかれま

しても、新たに環境審議会委員に就任されましたが、本日は

所用により欠席とのご報告をいただいております。 

 

皆様、どうぞよろしくお願いいたします。 

なお、本日、所用により、「津市文化財保護審議会 委員 

小野 豊和（おの とよかず）様」、「津市ＰＴＡ連合会 会

長 木原 剛弘（きはら たけひろ）様」、「津商工会議所女

性会 会長 津田 由美子（つだ ゆみこ）様」、「獣医師 橋

爪 俊裕（はしづめ としひろ）様」に、おかれましては、

欠席とのご報告をいただいております。 

また、「津市工場協議会幹事会社 江口裕之（えぐち ひろ

ゆき）様」と  

「三重大学大学院工学研究科 教授の金子聡（かねこ さと

し）様」に、おかれましてはまだおみえでありませんので、

ただいま、事務局にて確認をしております。 

それでははじめに、会議の開催にあたりまして、環境部長

から挨拶させていただきます。 
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環境部長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事務局（小林） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

塚田会長 

 

 

 

はい、皆さん、おはようございます。 

 本日は大変お忙しい中、また、暑い中と言うか、本当に今

日はだいぶ、この地域も例年になく暑い日と予想されており

ますけども、この酷暑の中ですね、お集まりいただきまして

誠にありがとうございます。 

 委員の皆様におかれましては、平素から本市の環境行政の

推進に格別のご協力を賜っております。重ねてお礼申し上げ

ます。 

 本日ご審議いただきます津市の環境基本計画、令和６年度

の取組についてですけども、こちらの令和６年度の計画の７

年目ということで後半に入った、この６年度の取組につきま

して年次報告させていただきますので、皆様の忌憚のないご

意見をいただければと思いますので、本日はよろしくお願い

したいと思います。 

 

よろしくお願いいたします。 

それでは、審議に入ります前に、お手元に配布してござい

ます、本日の会議資料の確認をお願いしたいと思います。 

まずはじめに、本日の「事項書」でございます。あと「津

市環境基本計画 令和６年度年次報告書」の以上２点でござ

います。 

よろしいでしょうか。 

続きまして、会議の成立について、ご報告申し上げます。 

津市環境基本条例第２０条第２項におきまして「審議会

は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことがで

きない。」と定められております。本日、２０名の委員のうち

１３名の委員にご出席いただいておりますので、会議が成立

していることをご報告いたします。 

当審議会につきましては、津市情報公開条例第２３条の規

定に基づき、公開することとし、一般市民の方の傍聴席を設

けるとともに、会議の結果につきましても、会議の議事録と

いたしまして、発言者の氏名を含め、公開することとなりま

すので、ご了承のほどよろしくお願いします。会議の議事録

につきましては、津市のホームページ上で公開しますのでご

了承ください。 

それでは、「津市環境基本条例」第２０条により、会長が議

長をつとめていただくことになりますので、ここからは、塚

田会長に議事進行をお願いします。 

 それでは、塚田会長よろしくお願いいたします。 

  

 よろしいですか。それでは、環境基本条例の規定によりま

して、議長として会議を進めさせていただきます。よろしく

お願いします。 
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佐藤委員 

 

藤本委員 

 

塚田会長 

 

 

 

 

 

 

 

環境政策課長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

それでは、本日の会議の議事録署名人を、私の方からご指

名させていただきたいと思います。 

 佐藤 忠利委員、それから、藤本 和弘委員にお願いした

いと思います。よろしいでしょうか。 

 

はい。 

 

はい。 

 

それでは、佐藤委員、藤本委員お願いいたします。  

 本日の審議事項は、「津市環境基本計画 令和６年度年次

報告書について」でございます。時間に限りがございますの

で、進行につきまして、ご協力をお願いいたします。 

それでは、事項１に入ります。「津市環境基本計画 令和６

年度年次報告書について」でございます。 

それでは、事務局の方から説明をお願いします。 

 

環境政策課長の濵地でございます。 

平素は市の環境施策の推進にご協力をいただき、ありがと

うございます。 

それでは、少しお時間をいただいて、令和６年度の環境施

策の取組について、ご説明させていただきます。どうぞよろ

しくお願いいたします。 

お手元の「津市環境基本計画 令和６年度年次報告書」を

ご覧ください。令和６年度は、津市環境基本計画（計画期間：

平成３０年度～令和９年度）の７年目となっております。 

お手元の「津市環境基本計画 令和６年度年次報告書」（環

境白書）は、環境基本計画の「第４章めざす環境像に向けた

施策の展開」に沿って、令和６年度の取組結果を整理してお

ります。報告書の後半の資料編は、これまでの環境基本計画

の期間中からのデータを積み上げた資料として整理してお

ります。また、お時間の都合上、内容を割愛して、ご説明さ

せていただきます。 

それでは、各施策における主な取組結果についてご説明し

ます。年次報告書１ページをお願いします。まず、《環境目標

１》「自然と調和した恵み豊かな環境」への取組でございま

す。 

⑴自然環境の保全「山と川と海のネットワークの推進」で

ございます。 

新雲出川物語推進委員会が主体となって、雲出川流域の環境

保全を目的とした様々な事業が実施されました。香良洲海岸

清掃活動は台風により中止となりましたが、主なものとし

て、美杉地域での雲出川一斉清掃には１０４名、白山地域で

のリバーパーク真見エコウオークには１９０名の参加があ
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り、清掃活動を通じて自然に触れるとともに、交流の輪を広

げることができました。 

また、環境保全のリーダーを養成することなどを目的とし

て開催された環境基礎講座には１３名の参加がありました。

他にも、君ケ野ダム湖畔で植樹を行うなど、様々な取組を行

いました。 

次に、津市地域脱炭素推進プラットフォームには、令和７

年３月末時点で、６４事業所・団体等が参画しており、参画

者が直接会合する場で、２０５０カーボンニュートラルミー

ティングを３回開催し、意見交流を行い脱炭素に関する価値

観が共有されました。 

現状等（評価・課題）を踏まえた今後の取組としては、今

後も、山と川と海のネットワークを推進し、雲出川流域の豊

かな自然環境を情報発信するとともに、本市の豊かな自然を

次世代へ継承していくために、市民・ボランティア団体・事

業者・行政機関など、環境保全活動に取り組む各主体の連携

を促進していきます。 

また、参画者同士の情報交換や連携を促すための「２０５

０カーボンニュートラルミーティング」、日頃の活動報告の

場となる「つ・環境フェスタ」等のイベントを利用し、市民

の皆様に知っていただく機会を設けます。 

次に５ページをお願いします。「里地・里山・里海の保全」で

ございます。 

里地・里山・里海を守っていくために、市民の皆様がそれ

らの自然に触れ、その重要性を実感していただくことが大切

であることから、「ホタル観察会」などの自然学習イベントを

開催しました。令和６年度は、雨天や熱中症警戒アラートの

発令により、いくつか中止したイベントがあったため、自然

学習イベントは、全部で１１９名の参加となりました。市民

の皆様の自然環境に対する意識向上につなげる取組を行う

ことができました。 

現状等（評価・課題）を踏まえた今後の取組としては、熱

中症警戒情報が発令される夏季に実施しているイベントは、

開催時期を検討する必要があります。また、里地・里山・里

海が私達にとって豊かな恵みをもたらす大切な財産である

ことを自然学習イベントを通して情報発信し、環境意識が向

上されることで、環境保全に繋がっていくように努めます。 

次に７ページをお願いします。「森林環境の保全」でござい

ます。 

強い森林づくり促進事業や森林環境創造事業により、間伐

等を促進して森林の持つ多面的機能の発揮を促すことがで

きました。 

また、森林環境譲与税を活用し、森林経営管理事業として、

森林の経営や管理に関しての現況調査、森林境界の明確化を
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実施し、間伐による未整備森林の解消を進めました。 

９ページをお願いします。みえ森と緑の県民税市町交付金

の活用の一つとして、森林の機能や林業に対する理解を深め

てもらうため、「夏休み森と緑の親子塾」や「まるごと林業体

験」などを開催しました。これらの体験学習会には５７名の

参加があり、森づくりの大切さを知っていただく機会となり

ました。 

現状等（評価・課題）を踏まえた今後の取組としては、引

き続き森林の保全に関わる様々な事業を行い、森林が持つ多

面的機能が発揮されるよう努めていくとともに、森林経営管

理事業を通じて、未整備森林の解消を図っていきます。 

次に１１ページをお願いします。「農地環境の保全」でござ

います。 

農業に携わる人の高齢化等による農業離れに歯止めをかけ

るため、就農希望者や農業に関心のある人を対象とした市民

農業塾を開催し、担い手の育成を図りました。さらに、農業

次世代人材投資資金事業及び新規就農者育成総合対策事業

の活用により、新規就農者の意欲喚起と就農後の定着が図ら

れるよう努めました。 

また、耕作放棄地化の抑制や担い手に対する農地の面的集

積の取組などを支援し、効率的かつ安定的な農業経営者の育

成に取り組みました。 

1３ページをお願いします。現状等（評価・課題）を踏まえ

た今後の取組としては、市内の農林水産物の魅力を伝えるた

め、生産者や事業者と連携した情報発信を推進していきま

す。 

また、各事業の活用を通して、新規就農者・担い手の育成

や農地集積・集約化等を支援することで農業経営基盤の安定

化を図るとともに、農業・農村の多面的機能を発揮させ、国

土保全・資源かん養に努めていきます。 

1４ページをお願いします。次は、《環境目標２》「資源が循

環する社会環境」への取組でございます。 

⑴資源循環の推進「３Ｒ（リデュース・リユース・リサイ

クル）の推進」でございます。 

家庭から排出されるごみのうち、生ごみの減量化・たい肥

化に取り組んでいただくよう、生ごみ処理機等購入費補助金

交付事業を実施し、１５ページにありますように、２４３基

の補助金を交付しました。また、生ごみ処理機を貸し出し、

その効果を体験してもらう生ごみ処理機貸与事業では、５０

名の利用がありました。 

子ども達に資源循環（リサイクル）への関心を持ってもら

うため、小学校の給食残渣を回収し、たい肥化した肥料を小

学校の花壇等で活用してもらう「くるりんフード事業」や、

市内４９の小学校や公共施設（１３施設）で、燃やせるごみ
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として排出されがちな、お菓子などの空箱等を回収する場を

設置し、そこで回収した紙をリサイクルしたトイレットペー

パーを小学校等へ配布する「くるりんペーパー事業」を実施

いたしました。 

容器包装プラスチックの資源分別を促進するために、令和

６年度に作成した新たなごみ分別ガイドブックに、汚れの定

義を写真付きで説明したページや、ごみ分別アプリ「さんあ

～る」で汚れた容器包装プラスチックの洗い方に関する動画

を紹介するなど排出方法の啓発に努めました。 

２１ページをお願いします。その他さまざまな取組を実施

しましたところ、令和６年度の１人１日当たりのごみの排出

量は９６７ｇで前年度より１７ｇ減少し、過去最低値となり

ました。一方、ごみのリサイクル率については、令和６年度

は２０．９％で前年度の２０．６％と比較してもほぼ横ばい

状況となりました。 

現状等（評価・課題）を踏まえた今後の取組といたしまし

ては、市ホームページ、ごみ分別アプリ「さんあ～る」など

で啓発を継続するとともに、環境イベントの開催時やごみダ

イエット塾などの機会を捉え、生ごみの水切り、たい肥化、

容器包装プラスチックの適正な排出、「地元の掲示板 ジモ

ティー」の利用による不用になった物の再利用等について啓

発し、ごみの減量・減容化や資源化に対する意識の向上に引

き続き努めます。 

次に２２ページをお願いします。「ごみの適正分別と収集」

でございます。 

ごみ一時集積所にごみを排出することが困難な場合で、対

象となる要件を満たす世帯を対象に、日常的に発生するごみ

を戸別収集する「津市ごみ出しサポート収集事業」が令和６

年４月１日から開始されましたが、申請件数が少なく関係機

関からの要望を受けたことから、対象者を拡大し、該当する

世帯については令和６年８月１日から支援を開始したとこ

ろ、申請件数は９５世帯あり、施設入所等により１１世帯が

支援の必要がなくなり、令和７年３月末利用者数としては８

４世帯となりました。 

また、大きな家具などを１ｍ程度に分解したり、ごみ一時

集積所等まで運ぶことが困難な場合で、対象となる要件を満

たす世帯を対象に、「大型家具等ごみ出し支援事業」を行い、

令和６年度は７８９世帯からの申請を受け、１，９４６個の

大型家具を収集しました。 

２３ページをお願いします。適正なごみの分別方法・出し

方については、環境だよりやごみ分別アプリ「さんあ～る」、

ごみダイエット塾や小学校環境学習等により、啓発を行いま

した。 

２４ページをお願いします。現状等（評価・課題）を踏ま
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えた今後の取組として、プラスチック製の廃棄物のうち、そ

の他プラスチックの再商品化を開始し、約１，１２７t のそ

の他プラスチックを再商品化事業者へ引き渡ししました。容

器包装プラスチックについては既に、再商品化の取組がなさ

れていますが、汚れが付着したものやアルミ箔がついた物に

ついては手選別により除去し焼却されています。再資源化及

び焼却処理の減量化について対応の必要があります。 

「大型家具等ごみ出し支援事業」や「津市ごみ出しサポー

ト収集事業」については、啓発の継続及び安定的なサービス

の提供に取り組みます。 

また、適切なごみ分別方法・出し方については、市ホーム

ページ、ごみ分別アプリなどを活用した情報発信を行うとと

もに、小学校での環境学習や地域へ出向いて行うごみダイエ

ット塾などは子ども達や地域の方の関心も高いことから、引

き続き活動に取り組んでいきます。 

次に２８ページをお願いします。⑵地域における脱炭素社

会の実現「再生可能エネルギーの利用促進」でございます。 

令和６年度の新エネルギー利用設備設置費補助金交付実

績は、太陽光発電システムは９６件、エネファームは７６件、

定置型蓄電池は７１件の計２４３件となりました。 

また、再生可能エネルギー利用施設の整備に関して、国及

び県が策定したガイドラインを基に、事業者等に助言及び指

導を行いました。 

現状等（評価・課題）を踏まえた今後の取組としては、新

エネルギー利用設備設置費補助金は令和６年度より補助対

象機器を拡大し、定置型蓄電池、電気自動車等充給電設備を

追加したことから、交付件数が増加しました。引き続き、補

助対象機器の見直しや制度の在り方について検討します。 

また、公共施設への再生可能エネルギーの導入は、本市の事

務事業における温室効果ガスの排出量の削減に繋がるため、

施設等の管理部局に対し積極的に設置を推進します。 

次に３１ページをお願いします。「温室効果ガスの削減対

策の推進」でございます。 

温室効果ガスの排出量削減に向け、つ・環境フェスタや環

境学習講座、夏休みこどもエコチャレンジなどを通して啓発

を図りました。 

令和５年３月に運用を開始した「津市地域脱炭素推進プラ

ットフォーム」には令和６年度末時点で事業者４６者、団体

１４者、個人４者に参画いただいています。「津市地域脱炭素

推進プラットフォーム」の取組として開催した２０５０カー

ボンニュートラルミーティングでは参加者同士の脱炭素に

関する取組や価値観を共有しました。また、「津市地域脱炭素

推進プラットフォームポータルサイト」において脱炭素に関

する情報提供を行いました。 
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３３ページをお願いします。現状等（評価・課題）を踏ま

えた今後の取組としては、引き続き環境イベントや環境学習

講座などを通した啓発を行うとともに、「津市地域脱炭素推

進プラットフォーム」を効果的に活用し、脱炭素に資する取

組の情報提供を行うことなどを通して、目標とする温室効果

ガスの排出量削減を目指します。 

３７ページをお願いします。次は、《環境目標３》「快適で

暮らしやすい生活環境」への取組でございます。 

⑴衛生的な生活環境の保全「空き地・空き家等の適正管理」

でございます。 

空き地・空き家対策として、広報津や環境だより、市ホー

ムページでの啓発や、地域包括支援センターや在宅介護支援

センターに協力を依頼し、チラシ配布等を行いました。また、

空き家無料相談会では１３１件の相談があり、専門家による

アドバイスを行うことができました。 

適正に管理されていない空き家については、令和６年度末

時点で改善に向け対応中の特定空き家等が１１８件、特定空

き家等以外が１６２件となりました。所有者等への改善依頼

及び「空家等対策の推進に関する特別措置法」に基づく助言・

指導・勧告を行い、改善に向けて取り組みました。 

３９ページをお願いします。現状等（評価・課題）を踏ま

えた今後の取組としては、空き地・空き家等の発生抑制、適

正管理の意識醸成を図るため、広報津や市ホームページなど

を利用し、継続した啓発を行っていきます。   

また、空き家の所有者に対する無料相談会を実施する他、

市役所においてワンストップで対応できる常設の相談体制

を整備したことの啓発を行うとともに、関係団体とより一層

連携を図り、所有者からの空き家に関する専門的な相談に対

応していきます。 

令和６年度中に「特定空家等」は２２件、「特定空家等以外

の空き家」は６３件が解体、補修等により改善されました。

今後も、危険な空き家に関する相談などに対して、「空家等対

策の推進に関する特別措置法」に基づき所有者等へ適正に指

導等を行い改善に努めます。 

次に４０ページをお願いします。「愛護動物の適正飼養」で

ございます。 

獣医師に犬登録鑑札及び狂犬病予防注射済票の交付等に

係る業務を委託するなど、飼い主の利便性を高めることで、

犬登録や狂犬病予防注射の実施率の向上を図りました。 

また、ペットの適正飼養・終生飼養、及び動物愛護に関す

る啓発をするための広報津への掲載やチラシの配布、４１ペ

ージにあります、三重県が実施するＴＮＲ活動への協力など

により、生活環境への影響の抑制に努めました。 

現状等（評価・課題）を踏まえた今後の取組としては、犬
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登録・狂犬病予防注射の必要性を啓発していくとともに、動

物病院における接種を啓発・促進することで、飼い犬の総合

的な健康管理の意識の醸成を図りながら狂犬病予防注射の

実施率の向上を目指します。 

また、愛護動物の適正飼養・終生飼養、及びＴＮＲ活動に

ついて、今後も三重県（あすまいる、津保健所）と協力して、

将来的に殺処分ゼロ及び市民の皆様の相談・苦情の軽減に取

り組んでいきます。 

次に４６ページをお願いします。「生活排水対策」でござい

ます。 

公共下水道供用開始地域の公共下水道への接続を促進する

ため、水洗便所改造費助成金などの各種補助等事業を実施

し、水洗化率の向上を図りました。 

また、市営浄化槽事業による合併処理浄化槽の設置と維持

管理を行うとともに、合併処理浄化槽の新規設置、単独処理

浄化槽やくみ取り便槽からの転換に対して補助金を交付す

る浄化槽設置整備事業補助金交付事業を実施し、合併処理浄

化槽の普及を図りました。 

現状等（評価・課題）を踏まえた今後の取組としては、公

共下水道への接続を促進するための補助制度や融資制度を

継続して行うとともに、ホームページ等で各種補助制度の啓

発を実施し、さらなる下水道への接続、水洗化率の向上に取

り組んでいきます。 

また、市営浄化槽や浄化槽設置整備事業補助金交付事業を

推進することにより、公共用水域の水質改善に促進していき

ます。 

次に５０ページをお願いします。⑵やすらぎを感じる生活

空間の形成 「緑の保全・創出と水辺環境の保全」でござい

ます。 

５１ページをお願いします。生け垣用苗木の配布事業や記

念樹配布事業による苗木の配布、津市民緑と花の市の開催に

より、地域緑化・家庭緑化を促進することができました。 

５２ページをお願いします。緑化・美化運動では、自治会

や市民団体等１７１団体に対し、苗木や花苗、肥料等を支給

し、緑豊かなまちづくりに取り組みました。 

また、都市計画公園の整備事業として、香良洲地区の北エ

リアにおいて津波発生時の一時避難場所として利用できる

香良洲高台防災公園の整備が完了し、岩田池公園では利便性

及び景観を向上させるためサブエントランス及び園路の整

備を引き続き実施いたしました。 

既存公園の公園施設長寿命化対策事業として１５の公園

で２２の遊具の更新をしました。 

現状等（評価・課題）を踏まえた今後の取組としては、生

け垣緑化用苗木の配布事業や記念樹配布事業、緑化・美化運
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動などを継続して行うことで地域や家庭の緑化を推進し、緑

化・美化意識の向上を図ります。 

また、都市計画公園の整備について、香良洲高台防災公園

は令和６年度に完成し計画的に事業を推進することができ

ました。岩田池公園においても現在着手しているサブエント

ランス及び園路の整備を進めます。 

既存公園においては、引き続き計画的に遊具等の更新を行

い、公園施設の機能を適正に管理することで、利用者の安全・

安心に努めます。 

以上が、環境基本計画の「第４章 めざす環境像に向けた

施策の展開」に取り組んでいく施策として掲げた施策（環境

目標１～３）に対しての令和６年度の主な実績でございま

す。 

５９ページ以降につきましては、環境基本計画の実現に向

けて、市民の皆様に環境に対する意識を更に持っていただく

ために取り組んだ施策でございます。 

また、資料編につきましては、これまでの環境基本計画の

計画期間からの実績を積み上げたものとなっております。時

間の都合上、説明は割愛させていただきます。 

以上、環境基本計画の７年目である令和６年度の主な取組

結果でございます。 

委員の皆様には、ＰＤＣＡサイクルのアクション（改善）

に向けた視点で、市としての今後の取組ついて、ご意見を頂

戴できればと思いますので、どうぞよろしくお願いいたしま

す。 

 

はい、ありがとうございました。 

ただ今、事務局から「津市環境基本計画 令和６年度年次

報告書」について説明がございました。皆様ご意見、ご質問

いただきたいと思いますが挙手にてお願いいたします。 

いかがですか。 

 

はい。 

 

髙山委員。 

 

あの、下水道があまりきれいになりすぎたもんで伊勢湾に

魚がいなくなったとかいう話を聞いたんですけども、あんま

りにもきれいにしすぎるとそういうのは条件がどうなっと

るか、ちょっと生物資源学部の先生は、知っとるか、ちょっ

とそのへん、なんかちょっと聞いた話では、大変きれいにな

って、もう、僕は６０年毎日泳ぎに行くんですけど、６０年

くらい前の日本鋼管来る前と同じくらい海がきれいになっ

てるんですけど、魚以前だったら歩いとっても足元いっぱい
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見たのほとんど見ないし、貝も、貝はまあ漁業で採貝が禁止

になっとるんですけど、中部空港ができて魚が逃げてったっ

ていう話は聞いたんですけど、その下水道完備との関連性が

どれぐらいあるか、それをちょっとお聞きしたいです。 

 

なかなか難しい質問だと僕は思うんですが、事務局からお

答えいただけますか。 

 

すみません、環境保全課長の小林と申します。 

従来から下水の整備もありまして、三重県の方で海域の環

境基準と同時に総量規制というものが各工場や事業所の方

に設けられて、伊勢湾の方の水質の改善に取り組んでまいり

ました。従前、海洋投棄などされていたということで伊勢湾

がだいぶ汚れていたというところを改善するためにそうい

うところが進められてきたところなんですけれども。 

委員おっしゃられたとおり、かなり改善の方がされてきて

まして、県の方も海洋生物との関連性も、まあ特に小女子の

話とか色々、お魚がとれなくなってきているとか、あと北の

方ではのりの方が色がつきにくくなってきているとか、そう

いうお話もありまして、そこら辺の部分も含めて、三重県全

体と、あと、伊勢湾ですので愛知県の方もありますもんで、

そこらへんで広域的に県の方などが関連性を含めて研究な

どされているところではあると聞いております。 

その点がありまして、徐々に水質の改善目標といいます

か、総量規制の方も見直しの方が進められているところでは

あるとは聞いているんですけども、今のところ、研究の方の

途上というか、途中という部分ではありますので、今後水質

や漁場の関係なども含めて見据えて今後も監視など進めて

いく必要があるのではないかというところで、県の方でも考

えていただいているところでございます。 

 

どうでしょう、髙山委員。これでよろしいですか。 

 

これは、この課だけの問題じゃなく、難しいから、すみま

せん、引き続き洋上の確保について、人間だけじゃなしに資

源、食料資源としての貴重な伊勢湾のまえもんという香良洲

の漁場、漁師ほとんどいないと思いますけど、なんか養殖漁

場とか、なんでもいいから海外に依存することなく食料安保

のことを考えて努力していただきたいと思います。お願いし

ます。ありがとうございます。 

 

１点よろしいですか。日本鋼管来る前、きれいやったんで

すよね、その時は魚とか貝とかどうだったんですか。 
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いっぱいおってね、自分ら毎年、僕は５歳くらいから海に

行っていますけど、アサリとかハマグリあとシジミも、今シ

ジミは川でとれるんですがすごい小さいですね。だから毎日

うちは子供少なかったから、４人か５人で家族連れでスコッ

プ持って、３月から５月くらいは本当、夕飯かさげるくらい

ありましてですね。で、ただ、今ネットで、堤防が高くなる

１０年か２０年前ものすごいバカ貝とか発生した時あった

んですけど、ネットで広がるもんで多なると大阪や名古屋の

人がばってとってしまうから、昔はそういうの電話もテレビ

もラジオも当時少なかったから、とれてもぼちぼち漁協や加

工組合とかありましたし、地元の人、津とか松阪、津の人が

バスで来るくらいでとる量しれてたんですけど。 

今、マイカーで１，０００人とか２，０００人来るから資

源確保してても、いっぺんになかなか、もう再開禁止で、ち

ょっと恐ろしい、情報が稠密になったもんで昔には戻ること

はできないと思うんですけどね、それで自分としてどうせい

とかいう案はないんですけども。 

あんまりにもきれいにしすぎると、自然も、警察厳しいし

すぎたら生産活動できなくなるじゃないかという感じで、あ

る程度のところでどっか緩みというか基準を緩めるわけに

はいかないでしょうかね、その辺緩和していただきたいと思

って話しました。 

 

はい、ありがとうございました。じゃあ、次、畑井委員。 

 

今のですね、ご意見に補足的に説明させていただいてもよ

ろしいでしょうか。私、漁業関係に長く携わっていたもので

すから、ちょっとご説明したいと思っていますが。 

伊勢湾の貝類につきましてはですね、本当にもう昔、色ん

な形でアサリを中心としてとれたんですが、実はですね、昭

和５０年代にイタリア料理というのが日本にも非常に普及

してきまして、いわゆるボンゴレという形で、料理が普及し

て、それによってですね、日本の食堂、レストラン等でボン

ゴレ料理というがすごく増えたんですね。それにあわせて漁

師さん達が伊勢湾の貝類をすごくたくさんとったんです。資

源を再生する以上にもうとってしまったもんですから、伊勢

湾の貝類がなくなって、それに伴ってバカ貝とか他のあおや

ぎ等も非常に少なくなってしまった、というのが現状で、漁

業関係者はそれにあわせて放流とか自然増産のための管理

を進めてますが、それ以上にまだまだ普及しない回復してい

ないという現状になります。 

それから、下水道の問題でございますが、総量規制の中で、

例えば窒素については、化学的酸素要求量ＣＯＤといいます

が、それが３ＰＰＭ、１００万分の３ですね、それ以下にす
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るような形で下水道処理水の整備をしてますが、そういうふ

うな状況になったものですから、水産物の資源がどんどんど

んどん乏しくなってきた。 

で、伊勢湾でよくとれる黒のりについてもですね、なかな

か黒のりの種苗が生産して、生育しないような状況が、なっ

てきたということで。県の水産試験場等と色んな協議をしな

がらきれいな海から豊かな海にしようということで、今その

基準内が、総量規制の基準内が、２０ＰＰＭなんですが３Ｐ

ＰＭのその小さな基準よりも、もう少し引き上げてですね、

豊かな海にしようとうことで、取組がされつつありますが、

まだ実態としてはその回復がされていないという状況にな

りますので、もう少し県の研究機関等々いろんな形で整備し

ていくことになれば、伊勢湾の豊かな海が戻って来るんでは

ないかというふうに思っています。 

すみません。ちょっとこれ言いたくて質問したわけでは、

手を挙げたわけではないんですが、これがちょっと本来とな

ります。 

長くなって先生、すみません。 

一つが、もう質問なんですが、昨年度の事業で、熱中症対

策で、事業を中止した、野外の事業を中止したということが

報告されて、そのために開催時期等の検討をするというのが

この本文の中に書かれておりますが、具体的にどのような形

で、熱中症対策で開催時期の変更とか対策を講じられたのか

教えていただきたいというのが質問です。 

もう一つ提案を申し上げたいのですが、私ども新雲出川物

語推進委員会という小さなボランティア団体で、５月３０日

のごみゼロの日にですね、インターネットの方でごみゼロの

日に周りのことの清掃をやりませんかということで、昨年呼

びかけをさせていただきました。これは、ごみを拾うという

ことではなくて、ごみ等の排出抑制を進めていこうという考

え方からなんですが、そうしましたら、いろんな企業団体が

手をあげていただいて、去年でいうと２５０名ぐらいの参加

をいただきました。 

で、今年も同じようにまたインターネットの方で呼びかけ

をさせていただきましたら、そしたら去年参加いただいた一

身田の病院はですね、その病院の周りだけではなくて、その

近くに公営住宅があるもんですから、公営住宅の方まで足を

運んでいただいて、その周辺の掃除をしていただきました。

高茶屋とあのつ台に工場がある全国的に有名なお菓子のメ

ーカーはですね、去年が３０名ぐらいの参加者だったのです

が、今年は６０名というような形でその周辺の掃除をする参

加者が倍増をするような状況になりました。 

もう一つ、銀行関係がですね、その日ではなかったんです

が、暑い中ですね、７月に周辺だけではなくて雲出川のどこ
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かの場所の清掃活動をしたいということで、４０名弱の方が

ですね、ごみ袋をもって清掃活動をしていただきました。 

現在、津市ではですね、市民清掃デーという設定の中で、

自治会を中心とした、清掃活動排出抑制対策を進められてい

ると思いますが、私ども小さな委員会がインターネットで情

報提供して呼びかけをしただけで、結構参加者が増えて、そ

れが拡大をしていくような状況になったものですから、自治

会だけの呼びかけではなくて、企業団体へもう少し排出抑制

ごみ清掃の取組というのを進めていただいたらどうかとい

うふうに思っております。 

津、旧の津市内は、９月の最終日曜日がだいたい市民清掃

デーだと思いますが、そうすると旧津市内は５月の３０日の

周辺での清掃もやってですね、それは企業団体中心で、９月

の市民清掃デーは、自治会中心で呼びかけを行うとかそうい

う工夫をしてですね、取組がされればどうかなというふうに

思いますので、またご検討をいただければと思います。 

最後になりましたが、この事業につきましては、県の生活

環境部の方からも、それから津市の環境部の方からもいろん

なごみ袋や軍手の提供等で本当にたくさん支援をいただい

ておりますが、そのことをお礼申し上げたいと思います。あ

りがとうございます。よろしくお願いいたします。 

 

はい、２点あったと思います。一つ目は熱中症の開催の具

体的な処遇、２点目はご提案ということで、市民清掃デーの

企業など参加をさせたらどうかとういうことですが。 

事務局からお答えお願いいたします。 

 

はい、すみません。環境政策課長です。まず、イベント等

熱中症の関係による、今年もですね、非常に暑い日が今も続

いておるんですけども、昨年度実績を踏まえまして、学習会

などは開催できる時期というのが大体あったりするんです

けども、そういった中で５月くらいの５月６月の方は少し

前、９月くらいのものであれば少し後ろへというような工夫

は令和７年度についてはさせていただいております。ただ、

夏休みを対象にするものというものもございますので、こち

らについてはですね、どうしてもちょっと夏休みの教室とい

う形になってしまいますので、ちょっとその辺については夏

休みの開催をさせていただいております。 

ごみゼロの関係で、企業への呼びかけというのはちょっと

良い事例だなとは思いますので、手法等についてですね、研

究していきたいなと思います。 

 

すみません、ちょっと付け足しで。 

すみません、熱中症の関係でですね、当然７月中旬から８
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月までがこの熱中症アラートが特に出る時期でございまし

て、今、課長が言いましたように、次期をずらすというのは

一つの手とですね、あともう一つ、屋外がもうすべてのター

ゲットになっておりますので、屋内でですね、例えば公民館

を借りてですね、その部分で座学をやっていただいて、外で

本当は野外の活動をしていただくとかいうような勉強もで

すね、アラートが出たら野外の部分だけはやめていただいて

中へ入っていただくなど、そういった部分ですべてその時期

をやめるんではなくて、屋外に出ていただいた中でですね熱

中症にならないような形をお願いしている、あと、うちでや

る分に関しては、そういうふうにさせていただいているのが

実情でございます。よろしくお願いいたします。 

 

ありがとうございました。よろしくお願いいたします。 

 

はい、ありがとうございました。はい、じゃあ筧委員。お

願いします。 

 

すみません、白山町の公募の筧です。空き家対策について

少し意見を踏まえてお願いをしたいと思います。私達の地域

でもここ１、２年空き家が大変こう増えてきております。そ

して放置されることもあるんですけども、ただおかげさんで

私達の地域では、その空き家を利活用していただく場合も結

構多いんです。 

そして、ただ、そうした中で今、問題になっているのは、

利活用、そこに入っていただく方のことなんです。それは、

特に私達のところは大きな邸宅で、例えば総二階の３０坪５

０坪というような大きな邸宅が空き家になる場合があって、

そこに、シェアハウス、そこがシェアハウスとして利用され

る場合があるんです。そいで、そのシェアハウスも特に外国

人の技能実習生の方が入ってきていただくことがある。今ま

では例えば２、３人でされたところもちょこちょこあったん

ですけども、最近はもう多いところでは、８人１０人という

ような、大量、多くの外国人技能実習生が、若い技能実習生

がきてもらう。そういう形でシェアハウスをされることがち

ょっと出てきました。それで少人数の場合には、それぞれの

特にそんな中で問題、いろんな彼ら問題があるんですけど

も、ごみ出しの問題の中で、少人数の場合には、そこのその

方々、特に日本語がよくわかる方々が今まで多かったことも

あるんですけども、そこのそれぞれの自治会ところに自治会

の設置のごみ集積場に持って行かしてる、置かして欲しいと

いうことでお願いがきて、その自治会も自治会みんなで相談

して、いろんなことを踏まえて、共生の時代なのでいうこと

で、いろんな約束事、ごみ出しの分別の仕方とか、それから
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ごみ掃除当番のやり方とか、そういう部分もきちっとして、

されていって、あまりまあ、当初は少しトラブル等もあった

んですけども、でもそういうのは少人数であればそれで行く

んですけども、７、８人多いとこの１０人ほどの外国人技能

実習生が来た時は、なかなか収拾がつきませんし、そしてそ

の集積場自体のキャパがもちませんし、いろんな問題が出て

くることが予想されます。 

そこで、これから是非お願いしたいのが、そういうシェア

ハウスを利用するその当事者ではなくて、事業者に対しても

それを雇っとる雇用主に対してもきちんとこう指導して、そ

こからも、そういうことで、もし自治会にするんであれば、

あるいは、もしなんならそのシェアハウスのところにもうマ

ンションとか、それぞれの主要なそれぞれの個別の集積所を

設けていただいて、そこに回収して取りに行くような、そん

なことをしていただく、そういうふうな形にしていただくこ

とがとても大事じゃないかなとこう思っております。 

外人の実習生の主管課とも相談しながら、ここで、この空

家対策で主にどういうふうにするかということなんですけ

ども、ごみ出し等のことについてきちっと指導等していただ

きたいなと思います。私達も、新しい外国人の方々に来てい

ただいて、地域で特に若い人達に来ていただけるの、とても

面白いですし、色々協力したり、それから関係性を持ちなが

らいい形で住まいしていきたいと思っておりますので。 

今後、私達の田舎でも多く出てきそうだと思いますので、

よろしくお願いしたいと思います。 

 

はい、事務局から何某かお答えいただけますか。 

 

はい、環境事業課長の小橋でございます。よろしくお願い

いたします。 

外国人の方の問題だと思いますので、おっしゃっていただい

た、事業所の方にも指導というのは、そういったことを対応

していかなくちゃといけないのかな、というのをちょっとお

聞きして思いましたので、まずはですね、具体的に問題が起

こった場合にですね、白山の地域でございますので、白山総

合支所の方にご相談をいただたきまして、そのうえでまた環

境事業課の方でもですね、色々とこうアドバイスなり指導な

りというのをさせていただきたいと思いますので、またご相

談くだされば、いただければと思います。 

 

もうすでに相談させていただいております。 

 

そうです。よろしくお願いいたします。 
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はい、ありがとうございました。他にどなたかございます

か。 

ごめなさい。えっとね、どっちが早かったか。岡山委員、

じゃあお願いします。 

 

岡山でございます。 

８月の広報に、また載っておりましたんですけれども、今

度は要介護２まで広げていただきまして８４件ということ

で、介護のサポートの方の、ごみ出しのサポートでございま

すが、すみません、申し訳ありません。制度施策として運用

していただいているということで、大変私もお話があったこ

とからありがたく思っております。 

ただ、この制度施策でございますが、一番最初にお話しが

あがりましたのが、失礼ではございますが、介護支援専門員

の研修で私、聞かせていただいた、これが最初でございまし

た。 

それで今これは、当事者の方達からの申し込み、申請でこ

のような運用というかサービスを利用させていただいてい

ると思うんですね。ただ、当事者の方が、申請をするという

こと、非常に当たり前のことで、それが一番だと、一番この

状態ということだと思うんです。ただそれ、これサービスと

して、インフォーマルなサービスとして運用しているという

こと今も同じだと思うんですね。 

ただそれをヘルパーさんを使っている方ということが第

一の、枠組みの中で、基準としてですね、書いてあるという

ことを今回も知らせていただいております。そうするとです

ね、大変、失礼なんですが、このサービスを利用することは

ですね、きちんと、今もそうだと思うんですよ、プランの中

にきちんと組み込んでいただいているんだろうかなってい

うことが一つございまして、もしこれプランとしてケアマネ

さんがきちんと入れているということができる、できないと

いうことがあった場合にですね、そこら辺の運用の仕方どう

なるんだろうとか、私のようなものがこんなこというと大変

失礼な、当たり前だよそんなこととということだとは思うん

ですが、そこらへんのことを、この行政というんでしょうか、

お役所の方達が、サービスをインフォーマルサービスという

ことで、運用していただいているというこの高齢化の中でで

すね、しかもヤングケアラーさんの家族問題、色々ございま

す。 

で、私ども、ごめんなさい、介護支援専門員ですね、研修

でもなんでもヤングケアラーさんも何もかもひっくるめた、

ケアを展開をするということが第一の、なんていうんですか

ね、自分達の義務といいますか、そういうふうに私は教えて

頂いておるんですけども。 
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木村委員 

そこらへんでそのケアマネさんの包括とかですね。そうい

う推進してからの、こういうふうな予防とか、これ配ったら

いいんじゃないかというふうな、取り上げるようなのそうい

うふうなところを巻き込んでのお話。 

これからのインフォーマルサービスをもうちょっと、こう

いうふうな展開があるんじゃないかっていうようなことを、

聞いていただけるとありがたいとかって、欲張りな話をちょ

っと、お聞かせいただきたいと思いまして、今回ちょっとし

ゃしゃり出てきたたわけでございますけれども、よろしくお

願いいたします。 

 

はい、ありがとうございました。今、おっしゃられたプラ

ンというのは、ケアのプランっていうことなんですね。 

 

はい。プランを通して、こちらの介護保険を使用するとい

うことになっておりますので。 

 

はい、ありがとうございます。事務局からお答えいただけ

ますか。 

 

すみません、環境次長の西川でございます。貴重なご意見

ありがとうございます。現状ですね、包括の方ともですね、

連携しながらですね、さしてはいただいてるところなんです

けどもですね、言われるようにヤングケアラーの等々の問題

もございまして、昨年から本来、例え一人暮らしであるとか、

他にそういうごみを捨てる方がいられたら対象にはなって

なかったんですけども、去年から、去年の６月だったかな、

ちょっと時期はあれなんですけども、１８歳以下の方が一緒

にいてもですね、そういった方の家族であってもですね、今

の戸別の収集を使っていただけたりするとか、そういったこ

とやってございまして、今現状、包括支援センターとかと、

いろんなそういう福祉関係、自治会も含めてですね、いろん

なご意見を聞きながらですね、なるべくですね、より良いで

すね、使い勝手のいいですね、そういった取組にしていこう

と思っておりますもんでですね、もしご意見等々あって、こ

うやったらここがよりベターになるという部分がありまし

たらですね、また言っていただいてですね、うちの業務の参

考にしたいと思いますので、よろしくお願いしたいと思いま

す。 

 

はい、ありがとうございました。じゃあ、次、木村委員で

よろしいですか。 

 

三重大の木村です。あのさっき熱中症対策の話がありまし
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て、それでいくつかのそのイベントが熱中症対策で、それで

中止になったという話があってそれがその対策としてその

ちょっと、前の方に、６月とか５月とかでイベントを計画し

ているっていうふうに言われていたんですけども、その中で

も夏じゃないとできないっていうのが夏休みじゃできない

っていうのがあるっていうふうにと言われていたんですけ

ど、それは何なのかなというのをちょっと教えていただきた

いと思うのですけど。 

 

はい、お答えいただけますか。 

 

環境政策課長です。夏やないとできないという授業という

のがですね、ごみ教室であったりですね、親子工作会であっ

たりその夏休みの、ある種ちょっと宿題ではない、課題では

ないんですけど、そういったものに合わして今までこれまで

例年というか定例の行事として夏休みに行っていたものを

っていうのは、なかなか、今すぐから変えていくというのは

ちょっと難しいところがあるかなと考えております。 

 

それは、それに、それが野外への活動に入ってると言うこ

となんですか。はあ、はあ、はあ、はあ、なるほど。まあ特

に自然観察会とかああいうのについては、その外で実際に出

て生き物と触れるっていう機会なので、できるだけその室内

で座学とかではなくって外に行ってそれで実際生き物とか

自然を見てもらいたいと思うので、あの今回のその中の、あ

んまりそういうのとは関係ないようなのでいいんですけれ

ども、自然観察に関しては、できるだけ外でできるようなそ

ういう時期的な配慮をしていただければなというふうに思

いました。で、そうしていただけるということなので、それ

は結構だと思います。はい。あのこれからもそういうふうに

やっていただければと思います。 

それから、もう一つは意見なんですけれども、この生態系

保全の３ページ４ページのところで特定外来種の外来生物

の対策っていうことで、津市広報で、それを啓発しているっ

ていうことが書かれているんですけれども、実際その特にブ

ラックバスとかブルーギルとかああいう魚については、外で

そのため池とかああいうところで釣られている方がよく見

受けられていて、そういう人達は津市広報を見てるかってい

うとちょっとよくわからない、外から来られてる方も車で来

られている方も多いので、そういう人も多くてですね。で、

そういう人達に、それをとってもらうのはいいんですが、そ

れをまたリリースしないようにっていうことで、そういう啓

発をちょっとしていただきたいなっていうふうにと思いま

す。それにはだからやっぱりこう見えるとこに看板とかそう
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いうのが立ってないと、これ自体が特定外来生物と意識しな

いで放流しても構わないとか、そういうふうに思われても困

るので、そういうのを防ぐような、なんか施策をしていただ

ければなっていうふうに思っています。 

色々なイベントもありますので、ごみをとるとかそういう

のも非常に重要だと思いますが、外来植物とかそういうよう

なものが、特に河原とかですね海岸とかにはかなり繁茂し

て、それが生態系に悪影響を与えているっていうのがありま

すので、もしそういうイベントがあって、あれば、そういう

外来種の駆除とかですね、そういうようなものも絡めていた

だくと、さっき雲出川の取組も非常に重要だと思いますけれ

ども、そういうところに組み合わせていただくと、よりなん

か、内容的にもいいものになるのかなというふうに思いまし

た。はい、ご検討をよろしくお願いします。 

 

はい、ありがとうございます。どうしよう、何かお答え求

めてますか。 

 

そうですね、何か考えているかどうか。ええ。 

 

ああはい、じゃあ。お願いします。 

 

すみません、環境保全課長小林です。 

ご意見いただきましたとおり、前段のブラックバスなどの

お話ですけれども、よく見られるため池などの釣りされてい

る方とかいると思います。 

ため池については、農業用のため池っていうことが市内で

は多くあると思いますので、管理者が農業、農林部局になる

と思いますので、そちらの方と連携しながらそちらの方は考

えさせていただきたいと思います。 

また、イベントの中で外来の植物などの駆除などについて

考えていってはどうかということでございますが、そちらの

方もまた今後の課題として検討していきたいと思いますん

でよろしくお願いいたします。 

 

よろしくお願いします。 

 

はい、ありがとうございました。他にどなたかご意見ご質

問はございますか。 

 

先ほどのお話の続きちょっと、申し訳ございません。 

確かにケアマネが携わると、フォーマルになるというふう

なお話は確かにそうなんですが、これはインフォーマルなサ

ービスであることが非常に良いというか素晴らしいという
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か、ということで。 

ただですね、ケアマネが、全然そのなんていうんでしょう

か、手を入れないとか知らないとかって色々そういうふうな

ことは全然タッチしないというか、そういうふうなことで

は、ちょっと色々問題があるんじゃないかとうふうには思い

ます。 

ただ介護支援専門員の方から、フォーマルではなくインフ

ォーマルのサービスを非常に重要視して、その構築に向け

て、自ら社会資源なりなんなり、色々敢行されている方たく

さんいらっしゃると思うんですね。ですからそこら辺の問題

で、全然、その、なんていうんですかタッチできないような

立場上の問題では全然ないとは思うんです。 

それで何かそのインフォーマルなサービスに対しての何

か難しいなんていうか垣根のようなものを利用者さん本人

の、本人のお立場の方から考えた、考えて、なんていうんで

しょうかね。それではというようなことではなく、やはり利

用者さん本人の利益を考えていただいて、そこらへんでのな

んていうんでしょうかね、お立場上色々大変ですが使ってい

ただきたい方だと思うんです。 

ですから電話かけてなんか聞くなんなりするっていうよ

うなこと非常に面倒、すみません、非常に色々あるかもわか

らないんですが、一本進めていただく。その方からのお電話

なりあったりなんなりがあった時には、大変申し訳ないんで

すが、もう少しちょっとお声をかけていただきたい方達だと

思いまして、ちょっとお話をさせていただいております。申

し訳ありません。 

 

…はい、ありがとうございます。どうしようかな。何かお

返事いただけますか。 

 

環境政策課長の濵地です。 

ごみ出し支援なんですけども、これは高齢者の増加ととも

にどうしても必要となってくるという作業という中でです

ね、将来世代等も含めた上で環境部ができる福祉的な支援と

して行っておるものなんですけども、当然、対象者の状況で

あったりとか、そういった内容については介護関係の施設の

方とかともですね情報共有していきながらですね、どういう

ふうな制度が必要かということは協議させていただきます

ので、はい。 

 

はい、ありがとうございます。他にご意見はどうですか。

はい、どうぞ藤本委員。 

 

この報告を聞かせていただいて、いつも思うんですけど、
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市役所って結構きめ細かな仕事をしていただいて、私は大変

ありがたいなと思ってますので。そんな中で二つばかりお話

させていただきたいんですけれども。 

１点は、こういったところに載ってきてないんですけど

も、廃棄物といいますか、獣の関係ですが、道路でよく獣が

轢かれて、そのなんていうの、あの処理、実は市役所がやっ

ているんです。道路管理者がやっているというわけなんです

ね。で、県ももちろん、県道ありますからやってるんですが、

県の場合は、今、業者かなんかに委託してると思うんですね。

市の場合はですね、各総合支所の道路管理者らの方々が土日

関係なく出てってあの処理されるんですよ。大体、支所には

留守番の守衛さんがいらっしゃいまして、電話がかかってき

ます。どこどこにイノシシが死んでるとか、鹿が死んでると

か。それが入ると、担当の方んとこへ電話いくわけですよね。

それを片付けに行かなくちゃいけない。小さいイタチだった

らいいんですけど、もう私だったらとりますけど、おっきな

イノシシ絶対一人で抱えられません。それをトラックにビニ

ール袋に包んで片付けに行かなきゃならない。それを本当は

焼却処分するわけですけど。そういったところまでしなきゃ

ならない。こういう先端的行政といいますが、取組をされて

いるわけですが、なんとかね、少なくとも土日くらいは職員

を解放してあげるようなですね、取組ができないかものかな

と、一応あれ廃棄物になりますから、環境担当になっている

と思うんですね。何かそういうご検討をしていただけると、

地域の道路管理者の方は助かるんじゃないかなというふう

な気がいたします。 

もう１点、全然関係ない話なんですが、この年次報告書は、

最初の方の、自然と自然環境の保全、それから最後にも出て

くる、やすらぎを感じる話の中で、確か津市には自然公園区

域ってありましたよね、この報告書の中に私ざっとみたと

こ、自然公園という言葉が出てないような気がするんです

が。自然公園の地域との調和なり、あるいは、安らぎを市民

の方に得ていただくっていうような取組っていうのはない

のかえ、書いてないのか、ことだてて自然公園のこと、話は

ないのかどうなんでしょうか。これが質問です。 

 

はい、ありがとうございました。２点あったと思います。

それぞれ事務局からお答えいただきたいと思います。 

 

はい、すみません、環境事業課長でございます。まず１点

目の方、私の方から回答させていただきたいと思います。本

当にお心遣いありがとうございます。 

委員ご理解のとおりですね、廃棄物ですので所有者が処理

をしなくちゃいけないということで、法律の下でということ
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になります。私ども市道の方、道路死骸、環境事業課の方、

ご案内のとおり土曜日、日曜日もということで行かさせてい

ただいています。本当にお心遣いありがたいんですけれど

も、すみません、やはり処理しなければいけないということ

で早急に対応をさせていただいておるという次第でござい

ますので、ありがとうございます。すみません、失礼します。 

 

まあ、しょうがないですね。はい、２点目。お願いします。 

 

環境保全課長小林でございます。 

委員のおっしゃられるとおり、市内の方にも自然公園と定

められたところが、国定公園も含めてございますが、市とし

て何もやってないわけではございませんが、今回、この環境

白書の中では触れてはいないんですけれども、例えば安濃の

経ヶ峰の方とか、あるいは、山の、今、風車とか色々見えて

いるところではございますが、あのあたり、自然公園として

定められているところも多くございますので、そちらで観光

の方とかで頑張っていただいている面もございます。 

今後何か連携できるところというところもあればとは思

いますので、また検討させていただきたいなと。 

 

はい、ありがとうございます。他に何かございませんか。

じゃあ木村委員。 

 

はい、すみません、もう一件、外来種の件でお伺いしたい

んですけれども。 

今、田中川の田中川干潟のところ堤防工事が行われてい

て、それは県の事業なんですけれども、その道路側の、陸の

方の側で、養鰻池の、もう今使われていない養鰻池があって、

それを埋め立てをこれから、今市のそれは津市の事業で行わ

れるっていうことで今進められていて、近隣の人達も、その

干潟に影響ないかとか、周りの環境に影響ないかっていうこ

とで私もいくつかご相談はいただいるんですけれども、その

関連で、今あの養鰻池には、ウナギはもう養殖はやめている

んですが、すごくたくさんミシシッピアカミミガメが棲んで

まして、それで、なんかいっぱい棲んでいるんですが、それ

をですね、市の事業で埋め立てると、そうするとそれがどん

どん外に出ていく。で、アカミミガメは、今、条件付きの特

定外来生物ですので、飼育もできませんし、許可がなければ。 

色々環境影響も大きい、干潟に対しても環境影響大きい

し、もちろん淡水に対しても環境影響大きいってのがわかっ

ているので、ちょっとその対策は何か考えられているのかな

っていうことでちょっとお伺いしたいと思います。 
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はい、お願いします。回答お願いします。 

 

すみません、環境保全課長の小林です。委員おっしゃられ

るとおり、アカミミガメの方、特定外来生物の条件付きでは

ございますが、指定されておるということは存じております

ので、あれなんですけど、干潟の方の生態とか、我々ちょっ

とそこまでご存じ、なんていうんです、存じてなくてあれな

んですが、その点、当然まあ干潟がなくなることによって外

に逃がすようなこととか、拡散されるようなことがあっては

ならないと思いますので、その点は、その工事の計画してい

る部署と連携をして進めさせていただきたいと思います。 

 

はい、工事の方はなんか、よろしいですか。工事の方はご

説明していただいて、そんで、その際に、そのアカミミガメ

もいるっていうことは言っていて、で、もしよければとりま

すよとか言って、言ってるんですけども、その後なんのお話

もないので、ちょっとそういう情報共有がされているかどう

かっていうことが心配で、特に川の方に出ていくと、大量に

出ていくことになりますので、ちょっと対策をいただければ

なっていうふうに、出る前に多分とった方がいいと思います

ので、対策をしていただければと思います、はい。 

 

はい、ありがとうございます。そうですね、工事を計画し

ている部署と適正に対策を進めるような、努めてもらうよう

に言いたいと思いますのでよろしくお願いします。 

 

はい、よろしくお願いします。 

 

はい、ありがとうございます。今の僕、初めて聞いたんで

すけれども、あの、あそこの養鰻池、埋め立てるのは全然知

らなくてちょっとびっくりしてるんですけども、冬の間は

ね、渡り鳥がね、カモがいっぱい休んでいるところなんです

よね。 

本来、後背湿地の沼のところとかっていうのは、やっぱり

つぶされ、真っ先につぶされるような貴重なところでもあり

ますし、今、池になってたとしてもね、それに準じるような

色々な生き物にとっての大事なところだと思います。 

津市さんは、岩田池の整備という、何か知らんけどやって

おられて、岩田池も非常に冬の間カモがたくさんきて、１，

０００羽とか来てたようなとこも、今もう全くこれ越冬でき

ない状態になってます。 

養鰻池もそういうふうにして潰されるということで、その

目的が何か全く知らない、知らないんですけども、そういう

生物のね、生きる場所を保全する、これ、なんだろう、津市
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の海岸の保全とそのまんまつながってくることでもありま

すし、慎重にしていただきたいなというふうにお願いしま

す。そういうことって何か配慮いただけるんでしょうか。質

問しておきます。 

 

すみません、すみません。環境部長の岡です。 

先ほどの件なんですけれども、養鰻池の方の埋め立てとい

うのを私どもの建設部の方が今やっております。それはなぜ

かっていいますと先の防災の関係で、河川の浚渫土というの

が、浚渫土をどこへ置くかっていうところが、決まらないと

できないということで、非常に河川浚渫というのを特に一級

河川二級河川が非常に多い津市ですので、そういうのを埋め

立て場所という、それの浚渫土を使った形での場所としての

埋め立て場所ということで行っていると聞いております。そ

れで私ども環境部といたしましては、このおっしゃられてま

すとおり堤防を挟んだ前には、伊勢湾の三重県側では唯一残

ってる干潟というのが確かにある地域ですので、その辺の配

慮というのは、最初の時点から、建設部の方に言わしていた

だいておりますし、議会からもそういう方向での議員さんか

らの声もございますし、その点、環境部からも今課長の方が

言いましたけれども配慮するようにって言うてますが、さら

にそういうご意見こんな状況を教えていただいてますので

それをしっかり建設部の方に伝えて、周りに影響がないよう

にということをしっかり伝えていきたいと思います。 

 

ちょっとよろしいですか。 

すみません、私がちょっと心配しているのは、その埋めた

後もちょっと問題だと思っていて。埋めた後どういうふうな

利用をするかっていうことですね、ただ土を埋めただけだ

と、またそこのところが荒地化してしまうので、どういう利

用するのかということも伺っているのですが、まだ決まって

いないというお話なのですね。 

なので、さっき委員長言われたように前の干潟は非常に重

要ですし、奥の方のその、今、養鰻池跡になっているところ

も水域としては、湿地水域としては非常に重要なので、そう

いう再生環境的なものをもう一回作ったらどうですかって

いうことを提案はしています。聞いていただけるかはわから

ないですけれども。 

はい、是非そういうのもご検討いただければなというふう

に思います。 

 

はい、私も環境部ですので、特にこの審議会でこういうご

意見が出とるということは、きちんと担当部局に伝えさせて

いただきますし、その後っていうのも私も心配しているんで
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すけども決まっていないということですので、それは私も情

報は取るようにしているんですけれども、きちっと今日いた

だいたご意見というのは、担当部局へ伝えていきたいと思い

ます。 

 

ありがとうございます。よろしくお願いします。 

他に何かございますか。だいぶ時間も進んでますので、も

しなければ次に進みたいと思います。ありがとうございま

す。 

それではこの程度にとどめておいて、次、事項２ですね。

その他でございます。事務局から何かございますか。 

 

はい、すみません。 

 

はい、お願いします。 

 

失礼します。環境部の格嶋でございます。ちょっとこの時

間をお借りしてですね、環境施設課の方からですね、ちょっ

とご報告の方をさしていただきたいと思います。 

本市におけるですね、ごみ焼却施設の今後の方向性ってい

うことでですね、今進めとることをこれをちょっと報告させ

ていただきたいと思います。 

本市におけるごみ焼却施設は、昭和５４年に５月に共用を

開始いたしました津市西部クリーンセンター1 号、平成１４

年３月に共用を開始しました西部クリーンセンター２号及

び平成１１年３月に共用を開始しました津市クリーンセン

ターおおたかの３つの焼却施設を事務所で管理運営をして

おります。 

共用をその施設がですね、供用開始から、西部１号は４６

年、西部２号が２３年、おおたかについては、２６年がそれ

ぞれ経過しておりますので、これらの施設についてですね、

建築建物および設備等の老朽化や、今後のごみの量の減少化

に伴うことを見据えですね、施設のこの規模、整備の方向性

についての検討を重ねてきましたので、その検討の結果です

ね、西部 1号は耐用年数をかなり迎えておりますので、令和

１６年度をですね、目標年度と定めてですね、どのような方

向がいいのかということで検討をした結果ですね、概算、概

算工事費やですね、施設の安全安心、脱炭素化社会への推進

など、様々な項目について検討を行った結果ですね、西部１

号を稼働している期間にですね、西部２号とおおたかの施設

の設備の長寿命化を行うことが最適であるという提案を受

けております。 

これを受けましてですね、地元関係団体への説明、また本

年の５月１５日の市議会、全員協議会の方で協議しておりま
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す。ので、今後、西部 1号を廃止の方向に向け、西部２号お

おたかの延命といいますか改修工事を行うような案に基づ

いてですね、今後、施設運営計画について、まだ検討を進め

ている段階ですが、ちょっとその方向で、今、進めてるとい

うことで、報告をこの場でさせていただきますのでよろしく

お願いいたします。 

 

はい。ありがとうございました。 

西部１号は廃止の方向、２号とおおたかは長寿命化という

ことでございました。 

何かご質問等はございますか。よろしいですか。 

はい。特にないようですので、事項２についても終了した

いと思います。 

事務局から連絡事項等ございましたら、お願いいたしま

す。 

 

はい、本日は、「津市環境基本計画 令和６年度年次報告書

等」につきまして、長時間にわたり、ご審議等ありがとうご

ざいました。 

また、本日ご出席をいただいております委員の皆様の任期

２年が本年１１月２７日で満了となりますので、現委員の皆

様による審議会は本日が最終になる見込みでございます。頂

きました貴重なご意見等は今後の施策にいかしていきたい

と考えております。 

皆様お忙しい中、２年間どうもありがとうございました。 

 

ありがとうございました。私も最後ですので、ちょっとだ

け。 

２年間どうもありがとうございました。 

この、私、１０日ほど前にインドネシアから帰って来たん

ですが、日本は暑いなと、本当に。大体私が行っていたへん

は最低が１７度、最高が２８度とかそれくらいでした。ジャ

カルタでも日本よりはずっと涼しい、そういうふうなことで

す。 

温暖化がどんどん進んで、局所的に色々極端な気候になっ

たりして本当に対策を真面目に、緊急にやらならればいけな

い、再エネもいっぱい進めなければいけない、でも一方でメ

ガソーラーとか風車とかで自然がいっぱい潰れて、生物多様

性を損なうとか、森林の機能を損なうとかそういうことも避

けなければいけない中で、非常にお金はかかるかもしれない

けれども、なんといいますか、より屋根とか駐車場とかそう

いうところに例えばパネルを作るとかそういうふうなこと

が求められてる、あるいは一番大事なのは、やっぱりなるべ

く節約する、そういうふうなことだと思います。 
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塚田会長 

私、ここにおりまして、今、感じてるのは、畑井委員にジ

ャケットを着せるような温度設定ではだめだなと、そういう

ことでございます。ぜひ市役所の皆さんもそういうことを留

意いただいて、環境のことを色々進めていっていただきたい

なっていうふうに思います。 

どうも２年間ありがとうございました。 

はい、じゃあ、副会長から。 

 

皆さん、２年間ご苦労様でございました。副会長といいな

がら、本当になんにもせずに会長さんの横に座ってるだけの

私でございましたが、またもし、次回、委員会の方に参加さ

れることがございましたら、また市の方と一緒にご協力して

いただきたいと思います。 

どうもありがとうございました。 

 

はい、ありがとうございます。じゃあ事務局から何かいた

だけますか。 

 

はい、すみません。すみません、本当に本日は長時間にわ

たり、昨年度の実績につきまして、本当に貴重なご意見たく

さんいただきまして本当にありがとうございました。 

またこの２年間もですね、いろんな貴重なご意見、ご審議

いただきまして本当にありがとうございました。 

この環境という、この、私どもの部署の関係につきまして

は、本当に市民生活に本当に寄り添いながら行っていかなけ

ればならない部署でございますし、また状況というのが本当

に色々なとりわけ状況が変わってきておりますし、それを解

決する技術も革新されておるような中で、それに合わせ、合

わせながら、今後、私ども施策を取り組んでいきたいと思い

ますので、本当に皆さんからいただいた貴重なご意見、こと

この計画先ほど、６年度が７年目といいましたが、まだ８年

目です。 

といいますと１０年で終わりますので来年度、２年前から

次の計画っていうのを私ども作成、案を考え出す時期になり

ますので、特にまた時期、並べていただくような方ですと、

今度はそちらの方のご意見色々いただくよう状況にもなり

ますし、これが次の時期へ向けて私ども取組をまた考えてい

かなければならないという時期ですので、本当にこの２年間

いただいたご意見は、次にしっかり踏まえさせていただい

て、取り組んでいきたいと思いますので本当にありがとうご

ざいました。 

２年間どうもありがとうございました。 

 

はい、ありがとうございました。それで、他にも何かござ
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いますか。 

はい、じゃあ、お願いします。 

 

現委員の皆様の任期は、１１月２７日で満了となります

が、その次の委員につきましては、各団体様に委員候補のご

推薦をお願いする予定をしております。また各団体様から次

期委員への就任依頼がございましたらですね、是非お引き受

けいただきますようよろしくお願いしたいと思います。 

なお、新しい委員の皆様への委嘱式は、１２月以降に行う予

定としております。以上でございます。 

どうぞよろしくお願いいたします。 

 

はい、他に何かございますか。もういいですか。 

はい、それでは以上で本日の事項はすべて終了いたしまし

た。 

これで、「令和７年度 第１回環境審議会」を終了したいと

思います。 

長時間にわたり、どうもありがとうございました。 

 

ありがとうございました。 


